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一之瀬給与第三課長

議 題

人事院規則９―２４（通勤手当）等の一部改正

議事の概要

○ 議題「人事院規則９―２４（通勤手当）等の一部改正」について、担当局から

別添のとおり説明があった。

○ 議題については、三人事官一致で議決された。
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別 添

人事院規則９―２４（通勤手当）等の一部改正

（令和４年２月２４日院議説明概要）

・ １年等定期券を使用している職員の通勤手当については、人事院の定める額

を運賃等相当額とし、人事院の定める期間を支給単位期間として支給すること

とする規定を設け、併せて、１年等定期券を使用している職員が通勤経路や通

勤方法を変更等した場合の通勤手当の返納に関する規定等を整備するため、人

事院規則９―２４（通勤手当）等の一部改正を行うこととしたい。

・ 具体的な人事院の定めについては、通勤手当に関する事務総長通知である給

実甲第151号（通勤手当の運用について）の一部を改正し、「人事院の定める

額」については、１年等定期券の価額を通用期間の月数で除して得た額に支給

単位期間の月数を乗じて得た額等とすること、「人事院の定める期間」につい

ては、１年等定期券の通用期間に応じて６箇月等とすること等を定めることと

したい。

・ 改正後の規則において「人事院が定める」とされている事項を定める権限を

事務総長に委任するため、昭和38年人事院公示第５号について所要の改正を行

うこととしたい。

・ 改正後の規則による認定事務への移行を円滑に進めるため、現に１年等定期

券を使用している職員については、当該定期券の通用期間が終了する時点から

改正規則による認定手続を行うことができるよう経過措置を設けることとした

い。

以 上


